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乳児等通園支援事業の概要・内容
1 事業概要

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様

な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就

労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな制度です。

令和8年度から全ての自治体で実施されることとなっています。

2 事業内容

対象児童 0歳6か月から満3歳未満で教育・保育施設に通っていない児童

利用可能時間 月10時間以内

実施場所 認定こども園、認可保育所、小規模保育事業所等

実施方法
①一般型 ： 教育・保育施設等の定員とは別に定員を設け、在園児と合同又は専用室を設けて受入れを

行う
②余裕活用型 ： 教育・保育施設の空き定員の枠を活用して受入れを行う

利用料
1時間300円
※ ホッとカードの対象事業とし、カードの利用限度額の範囲内において、カードの提示により利用料が
免除となるよう調整中（ただし、給食代やおやつ代は保護者負担）
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乳児等通園支援事業の設置認可
1 設置認可

事業の実施にあたっては、「釜石市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」に定め

られている認可基準に適合している必要があります。また、認可にあたっては、児童福祉法第34条の15第4項に

より、市町村児童福祉審議会（釜石市における子ども・子育て会議）の意見を聴取することとなっています。

2 主な認可基準

「一般型」と「余裕活用型」によって分かれており、主な認可基準は以下のとおりです。

一般型 余裕活用型

設備 ・乳児室（1.65㎡/人）
・ほふく室（3.3㎡/人）
・保育室又は遊戯室（1.98㎡/人）
・必要な用具を備える

施設の区分に応じ、次の基準を満たすこと。
・認可保育所
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
・幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備
及び運営に関する基準
・家庭的保育事業等を行う事業所
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

職員体制 ・保育士または研修修了者
・1名専任＋兼任
・0歳児 3：1 ・1歳児 6：1 ・2歳児 6：1
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乳児等通園支援事業の設置認可
3 設置希望事業所

釜石市では、2事業所が令和8年4月からの事業開始を希望しており、施設概要等は次のとおりです。

①虹の家（釜石市中妻町1丁目16-10 高橋ビル1階）

項目 内容

法人情報 特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

主な事業内容 小規模保育事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業

実施方法 余裕活用型

実施曜日・実施時間 月曜日～土曜日、7：30～18：30 ※給食提供あり、おやつ提供あり

利用定員

※1 小規模保育事業所の
利用定員数

※2 R8.4.1の見込数

その他 保育室等の面積及び職員体制については、令和7年10月30日(木)に実施した指導監査
において、適合していることを確認済み。

0歳児 1歳児 2歳児 合計

利用定員（※1） 5人 5人 2人 12人

在籍児童数（※2） 1人 2人 1人 4人

事業利用定員数 1人 1人 1人 3人
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乳児等通園支援事業の設置認可

3 設置希望事業所

②きらきら保育園（釜石市定内町2丁目11-15）

項目 内容

法人情報 特定非営利活動法人 きらきらぼし

主な事業内容 小規模保育事業、一時預かり事業、親子サロン、つどいの広場

実施方法 余裕活用型

実施曜日・実施時間 月曜日～金曜日、9：00～11：00 ※給食提供なし、おやつ提供あり

利用定員

※1 小規模保育事業所の
利用定員数

※2 R8.4.1の見込数

その他 保育室等の面積及び職員体制については、令和7年10月29日(水)に実施した指導監査
において、適合していることを確認済み。

0歳児 1歳児 2歳児 合計

利用定員（※1） 4人 4人 4人 12人

在籍児童数（※2） 2人 1人 1人 4人

事業利用定員数 1人 1人 1人 3人
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乳児等通園支援事業の設置認可
4 今後の予定

5 その他

第2回釜石市子ども・子育て会議開催時点（令和7年11月21日）では、実施希望施設が4か所でしたが、2か所が

職員体制が調わないとの理由から令和8年4月からの事業開始が困難となりました。（年度途中からの事業開始

についても現時点において未定。）

4月以降、事業の実施を希望する事業所があった場合は、釜石市子ども・子育て会議で設置認可について意見

聴取を行います。

日程 内容

2月18日 第3回釜石市子ども・子育て会議での意見聴取

2月下旬 認可通知送付

2月下旬～3月上旬 事業者と実施内容について最終確認

3月 市民への事業周知・利用者募集

4月 事業開始

5


